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ロ ー ズ
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ス ミ ス

  

 ビクトリア 

子の母がオーストラリア連邦国籍者であるため、子は出生によりオーストラリア連邦国籍を 

取得している。出生子について日本人父から平成 XX年 XX月 XX日胎児認知届出。 

出生子は「外務」の氏を称し日本国籍を取得し、下記に新戸籍を編製する。 

新戸籍 東京都千代田区霞ヶ関２丁目２番 1 

 

 

  オーストラリア連邦 ビクトリア州メルボルン、バーク通り 570  

    オーストラリア連邦 

   ROSE
ロ ー ズ

 SMITH
ス ミ ス

         19XX   XX   XX 
         03-XXXX-XXXX（自宅）04XX-XXX-XXX（携帯） 

    abc@xxmail.com 

 

 
 

＜注意事項＞ 

 届出はすべて日本語（漢字・カタカナ・ひらがな）で書いてくだ

さい。また，消えやすいペン（消えるペン）や鉛筆等では書かな

いでください。 

 届出日は窓口で届出をする日，郵送する場合はポストに届出を投

函する日を記入してください。 

 South Australia は南オーストラリア州と記載してください。 

 戸籍に記載されるお子様の出生地は，州(生まれた病院の最小行

政区)までとなります。 

 裏面又は 2枚目の「出生証明書欄」は記入しないでください。 

 

South Australiaの場合

は南オーストラリアと

記載してください。 

 

本人が氏名（ミドルネーム

も含む）直筆で記入し、代

理人が読み方をカタカナで

記入してください。 

 

胎児認知後の出生届記入例 

✓ ✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

間違えた場合は、線で

消してください。訂正

印は不要です。 

 

令和 

令和 


